
令和２年度第１回さぬき市公民館運営審議会 会議要旨 

１ 日 時 令和２年６月３０日（火）  １５時００分～１６時４０分 

２ 場 所 寒川第２庁舎 ２０３会議室 

３ 出席者［委 員］村上真利子  西森  武  宮岡由喜美  松下  肇 

  玉木 一浩  眞鍋 清髙  合田  誠  倉元  豊 

  木村イツ子  黒田 美貴  寺田 文久  多田千鶴子 

  高嶋 文夫 

     ［事務局］寒川 広美  出口 俊明  濵松 慶二  六車  健 

          山下 博史 

          安藤 正倫  中野 敏記  細川 史朗  十河 大輔 

     ［傍 聴］１名 

４ 議 題 平成３１年度公民館事業報告 

      令和２年度公民館事業計画について 

５ その他 さぬき市公共施設使用料の見直しについて 

      志度・長尾公民館建設について 

６ 発言の内容 
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（委員長） 

事務局 

 ただ今から、令和２年度第１回さぬき市公民館運営審議会を開会させてい

ただきます。委員長、副委員長を決定するまでの間、事務局が進行役を務め

ます。本日は、委員１４名のうち１３名の委員が出席しておりますので、こ

の会が成立することを報告します。本日は改選後初めての会議ですので、簡

単に自己紹介をお願いします。 

（自己紹介） 

 開催にあたりまして、安藤教育長からご挨拶を申し上げます。 

（挨拶） 

委員改選に伴い、委員長及び副委員長を置き、選任は委員の互選とすると

なっております。いかがいたしましょうか。 

 事務局一任 

では事務局から提案させていただいてよろしいでしょうか。委員長は宮岡

由喜美委員、副委員長は西森武委員と木村イツ子委員でよろしいでしょう

か。よろしければ拍手をお願いします。 

（一同拍手） 

拍手多数により決定しました。 

宮岡委員長から御挨拶をお願いします。 

（挨拶） 

それでは、審議会規則第４条第１項の規定に基づき、議長を宮岡委員長に
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お願いいたします。 

議事に移る前に、本日の会議の傍聴を希望される方が１名いらっしゃって

おります。傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

許可します。 

（傍聴者入場） 

では、お手元にお配りしてございます会議の次第に従いまして、会議を進

めてまいりたいと存じます。 

最初に、｢(1)平成３１年度公民館事業報告｣について、事務局から説明を

お願いします。 

（平成３１年度公民館事業報告について説明） 

今、事務局から説明がありました。 

質疑等があればお願いいたします。 

（質疑無し） 

次に、｢(2)令和２年度公民館事業計画について｣事務局から説明をお願い

します。 

（令和２年度公民館事業計画について説明） 

いま、事務局から説明がありました。 

質疑等があればお願いいたします。 

寒川農村環境改善センター２階ホールの空調が故障しているが、改修の予

定はあるか？ 

寒川農村環境改善センターの所管は農林水産課になります。課同士で連携

は取っているつもりですが、２階ホールの空調については今のところ具体的

な予定は聞いていません。 

令和２年度で職員手当が増えているのはなぜか？ 

令和２年度から会計年度任用職員制度が始まり、館長と管理員については

今年度から新たに期末勤勉手当が支給されることになりました。この制度は

公民館の職員だけにかかわらず市の臨時職員すべて対象になります。 

最近のコロナウイルスの関係で予算が余ると思うが、余った予算はどうす

るのか？ 

光熱水費等は下がるかもしれませんが、コロナ対策の費用もかかっている

ので一概に余るとは言えません。 

次に、｢(3)その他｣について事務局からが説明をお願いします。 

（さぬき市公共施設の使用料の見直しについて説明） 

いま、事務局から説明がございました。 

この料金設定についてはこの審議会でも以前からいろんな形で審議され

てきたが、今回こういう形で整備された案が提示されたので、皆さんの意見
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をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。 

今、説明を受けたが、この案は公民館、教育委員会だけでなく、市全体の

案として認識してよいか？ 

そうです。 

今までの案では使用料と別に冷暖房使用料もかかるようになっていたが、

今回の案はどうなるのか？冷暖房を入れる時期などは決まっているのか？ 

冷暖房を使用するタイミングまでは設定していませんが、今回の使用料の

案には冷暖房費も含まれています。ちなみに電気代も含まれていますので、

案に記載している使用料とは別に料金をいただくことはありません。 

実施はいつからか？ 

令和３年の４月からの予定です。 

今回は（ついに）実施しますか？これまで何度も案は出たので・・・。 

使用料を取ることは結構だが、使用料を取る以上はある程度の修繕はお願

いしたい。 

特に大川については老朽化も進んでいるので・・・。 

志度公民館も和室の襖が勝手に動くぐらい建付けが悪かった。今は直して

もらっているがどこもそんな状況だと思う。 

「年間 100時間を超えた場合は 50％減額」とあるが、これは定期使用の場合

か？同じ団体が累積で 100時間を超えた場合、これまでの合計がすべて減額

になるのか？ 

 いえ、100時間を超えた時間、例えば 120時間使用した場合、20時間が 50％

減額の対象になります。 

 以前の案よりはだいぶ安くなっていますね。 

 現在は月４回までという規定があるが、減免団体から外れる以上、この規

定も外れますか？ 

（定期団体ばかりに）利用が偏っても困るので、月４回というのは継続した

いと考えております。 

 さぬき市になって 10 年以上経っているのに、なぜ今まで見直しに時間が

かかったのか？これは利用者の方に問題があったのか、それとも市に問題が

あったのか？ 

 これまでは（利用の大多数を占める）定期団体については免除、実質無料

だったので、それほど大きな問題にならなかったというか、（気運が）盛り

上がってこなかったところはあります。ただ、見直しをしようという話はあ

ったので、その部分は市の事務の遅れという部分もあったと思います。 

 これまでも公民館運営審議会でもご議論いただいたところですが、地区ご

との料金の格差は十分認識しておりましたので、教育委員会としても統一し
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たいという思いはありました。ただ、教育委員会だけでなく、市の公共施設

は他にもありますので、見直すのならば公共施設全体で見直そうということ

になり、今に至ったというのが現状です。ですから市民が悪いということで

はなく、行政側の議論がまとまらなかったというのが正直なところだと思い

ます。 

 さぬき市はそんな事はないと思うが、行政の縦割りのために見直しに時間

がかかったのであれば、それは住民のためになっていないのではないか。 

 委員のおっしゃるとおりと思います。ただ、これまでは行政がすべて負担

していたが、受益者がある程度負担するべきという市民の機運が高まってき

たので、今回の見直しに至ったものと考えています。 

 公民館の利用者は高齢者が多い。高齢者が三々五々集まって余暇を楽しん

でいるのが実情だと思う。100 円 200 円と言うが、講座を掛け持ちしている

方も多い。これまでは免除ということで凌いできた団体もこれからは継続で

きない場合も出てくると思う。受益者負担というのも理解できるが、できる

だけ安く、というのがお願いです。 

 各団体の代表者に対して、昨日、同じ（案）と意見書の用紙をお送りして

います。ご意見がある場合は意見書に記入いただいて、生涯学習課または各

公民館へ提出いただければと思います。 

 講座の会員さんのご意見もあると思うので、それを意見書に書いていただ

いて、生涯学習課または公民館へ出していただけたらと思います。よろしく

お願いします。 

 これはもう決定なんでしょう？変わる余地はないのでは？ 

 いや、意見はお聞きしたいと思います。 

 決めたのなら、この料金でいいと思う。それよりも、減免措置がどうなる

のか、そちらが気になる。具体的に聞きたい。 

 減免措置については資料８ページ、ここに記載している団体は減免になり

ます。ただし下部団体、例えば文化協会の長尾支部は減免になりますが、さ

らにその下部組織が趣味的に勉強会で使用するとか、そういう場合は有料に

なります。 

 この話は何回も出てきたが、５人程度の小さい団体、組織については、有

料ということであれば活動できないと思う。できればそういう小さい組織こ

そ救済してほしいと思う。現実問題として難しいと思うが・・・。 

 平成２７年にも使用料改正についての協議があったが、当時の案は複雑す

ぎて分かりにくかった。その時の案よりはだいぶ分かりやすくなっている。 

 使用料について、公民館が窓口になると思うが、館長と管理員を対象に、

受付業務に関する説明会を実施してほしい。 
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 それは何らかの形で実施したいと思います。 

 志度については年に数回、団体の代表者会議を開いているので、市から説

明に来てほしいと思う。各公民館においても順次説明をお願いしたい。 

 今後、審議会委員の皆様にも協力をお願いしたい。 

 では、審議会としてはこの案に沿って進めるということでよろしいでしょ

うか？ 

 少人数の団体については、文化協会等で対応を考えます。審議会としては

この案で結構だと思います。 

 よろしいですか？では審議会としてはこの案で進めることに協力します。 

 ではもう一件、志度・長尾公民館建設について、事務局から説明をお願い

します。 

（志度・長尾公民館建設について説明） 

（完成までの）だいたいの流れというのは分かりますか？ 

 今年度、基本設計の予算を計上しております。今年度中にまとまりました

ら来年度は詳細設計、再来年に工事に着手できればと考えています。 

 利用者の意見を聞く機会も設けてほしい。 

 この平面図を見ると、志度は広そうに見えるが長尾は狭く見えるが気のせ

いか？ 

 平面図を見ると狭く感じるが、２階建てを予定しておりますので・・・。

今の公民館よりは広くなると思います。 

 公民館は住民の避難所にもなると思うので、地域の意見も聞きながら、設

計をお願いしたい。 

 設計の内容についてはある程度決まり次第、随時審議会でも報告をお願い

します。 

 ぜひとも報告をお願いします。 

 予定されていた内容はすべて終了しました。進行を事務局にお返ししま

す。 

 委員長ありがとうございました。それでは以上をもちまして、令和２年度

第１回公民館運営審議会を閉会します。本日はありがとうございました。 

 

 

 


